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岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 電話：019-629-5581 
 FAX：019-629-5589 / メールアドレス：AE0005＠pref.iwate.jp 

 問い合わせ先 

県内の主なトピックス 
いわて働き方改革について紹介します！ 

広がっています！県内企業の働き方改革！ 

 令和元年11月21日に「いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ2019」授賞式を開催し、いわて働き方改革推進運動
に参加表明いただいた県内企業等294社のうち、アワードへのエントリーがあった64社の中から、以下の企
業の方々が受賞企業に選ばれました。 
 受賞企業の取組は、今後「いわての働き方改革ポータルサイト いわて働き方改革」内にてご紹介します。 

 

□いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ2019受賞企業が決定しました！ 

 

いわて働き方改革AWARD2019授賞式の様子 

個別プロジェクト賞 

株式会社ベアレン醸造所 最 優 秀 賞 

☆ いわて働き方改革AWARD2019 受賞企業 ☆ 

女性活躍推進部門 

子 育 て 支 援 部 門 

板谷建設株式会社 

株式会社タカヤ 

株式会社菊池技研コンサルタント 

医療法人勝久会 

社会保険労務士法人ワイズコンサルタンツ 

株式会社アイディーエス 

長時間労働削減部門 

業務環境改善部門 

人材確保・定着部門 



2 

□いわて働き方改革推進運動への参加企業を引き続き募集しています！ 
 
いわて働き方改革推進運動とは… 
 「いわて働き方改革推進運動」とは、県内の企業や団体の働き方改革を進めようとする運動です。 
 令和元年11月末時点で、県内企業303社から本運動への参加宣言をいただいています。 

 県では引き続き、県内の企業・団体に、この運動への参加を呼び掛けるとともに、優れた取組を表
彰するなど普及を図り、県内の魅力ある雇用・労働環境づくりを推進しています。 

 

運動に参加すると… 

 運動に参加した企業には、専門のアドバイザーによる指導が受けられるほか、運動参加企業であ
ることをアピールできるピンバッジやステッカーの配布を行っています。 

 また、参加いただいた企業の情報は「いわての働き方改革ポータルサイトいわて働き方改革」のＷ
ＥＢサイトに掲載し、若者をはじめ広く県民にＰＲを行っています。 
 

参加申込方法 

 「いわての働き方改革ポータルサイトいわて働き方改革」WEBサイト内（https://workstyle-
iwate.com/）から、宣言シートをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、運動事務局のジョブカフェい
わてに提出（FAX又はメール送信）します。 

  

引き続き募集を行っておりますので、企業の皆様の
積極的な参加をお待ちしています！ 

分科会の様子 事例発表の様子 

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 電話：019-629-5581 
 FAX：019-629-5589 / メールアドレス：AE0005＠pref.iwate.jp 

 問い合わせ先 

http://workstyle-iwate.com/
http://workstyle-iwate.com/
http://workstyle-iwate.com/


 岩手県労働委員会では、県内の労働者団体、使用者団体を対象に、より良い労使関係を築くための知
識や労働委員会の紛争解決制度などを解説する出前講座を実施しています。 

 経験豊富な岩手県労働委員会の委員が講師となり、労働委員会で実際に発生した事例等を交えながら、
労使関係で留意すべき点などについてお話します。 
 会議や研修会等に、ぜひ御利用ください。 
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岩手県労働委員会委員による出前講座のお知らせ 

出前講座の概要   ※詳細はお問い合わせください 

講師 県労働委員会の委員 

対象 県内の使用者団体・労働者団体の会議や研修会など 

日程等 できる限り御希望に沿うように調整しますので、希望日及び時間を御相談ください。 

経費 
講師派遣に要する費用は、県労働委員会が負担します。 
（講演料、旅費は不要です。） 

申込方法 開催予定日のおおむね２か月前までに、県労働委員会事務局に申し込みください。 

岩手県労働委員会事務局 電話 019-629-6277 

盛岡市内丸10番1号（岩手県庁11階）  

岩手県労働委員会 検索 

セミナー、イベント情報 

近々開催されるセミナー、イベント情報をご紹介します！ 

お申込み・問い合わせ先 

月例無料労働相談会の概要 

開催日 
 

令和元年１２月２０日(金) 
令和２年１月２４日(金)、令和２年２月２１日(金) 

相談時間 １人４５分(１３：００～１４：４５) 

相談会場 県庁１１階(労働委員会委員室) 

予約受付 
電話 0120-610-797  (通話無料)   
※前日１２時までに予約(平日８：３０～１７：１５) 

受付人数 各相談日２人まで(先着順) 

2 
職場のトラブルで悩んでいませんか？ 
岩手県労働委員会の委員が相談に応じます。 

※詳細については４ページに掲載 

 労働問題に詳しく豊富な知識と経験のある公労使委員が、労使間の問題解決に向けて、毎月無料で
アドバイスします。 

ホームページ 

問い合わせ先 岩手県労働委員会 労働相談なんでもダイヤル 電話 0120-610-797  
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１ ３ 
労働関係法令等の改正 

パワハラ対策が事業主の義務となります！ 

5 
 問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010 
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○適用対象労働者 
 すべての事業主は、雇用する労働者（パート労働者・アルバイト等を含む。）に最低賃金以上の
賃金を支払わなければなりません。 
  

○岩手県最低賃金 
 最低賃金は、岩手県内すべての事業場に適用されます。 
 岩手県最低賃金のほか、産業別最低賃金にも、ご留意ください。 
 詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。 
  → https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/ 
 

○最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援 
 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金
引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。 
 厚生労働省ホームページ 最低賃金に関する特設サイト 
  → https://pc.saiteichingin.info/ 
 
 
 
 

 
 実際の賃金が最低賃金以上になっているかどうかをしらべるには、最低賃金の対象となる賃金
と岩手県最低賃金を次の方法で比較します。 
  
①時給の場合…時給額と岩手県最低賃金を比較します。 
  
②日給の場合…日給額を所定労働時間で除し、時間当たりの金額と岩手県最低賃金を比較しま
す。 
 
③週給、月給等の場合…賃金額を時間あたりの金額に換算し、岩手県最低賃金と比較します。 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ④上記①～③の組み合わせの場合… 
 それぞれ時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額（790円）と比較します。 

使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。 
岩手県最低賃金が、令和元年10月4日（金）から時間額790円に改正されました。 

 労働者Ａさんの労働条件は、年間所定労働日数260日、1日の労働時間8時間、                     
月給135,000円とします。 

  
          月給135,000円 

年間所定労働日数260日×8時間÷12ヶ月   
 
  
となります。したがって、この場合は10月4日から発行する岩手県最低賃金を満たしていないこ
とになります。 

例 

岩手労働局賃金室 電話 019-604-3008 

2 

～最低賃金との比較方法～ 

 問い合わせ先 

＝779円 ＜岩手県最低賃金790円 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/
https://pc.saiteichingin.info/
https://pc.saiteichingin.info/
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3 女性活躍推進法の改正について 

岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010  問い合わせ先 



岩手労働局雇用環境・均等室  電話 019-604-3010  問い合わせ先 

４ 
国や県などの取組み 

労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しよう！ 1 

8 



岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010  問い合わせ先 
9 
 



各種助成金のお知らせ 

５ １ 平成３１年度業務改善助成金のご案内 

10 



岩手労働局雇用環境・均等室  電話 019-604-3010  問い合わせ先 
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岩手労働局雇用環境・均等室  電話 019-604-3010  問い合わせ先 

12 

2 時間外労働等改善助成金のご案内 



岩手労働局雇用環境・均等室  電話 019-604-3010  問い合わせ先 
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未婚の児童扶養手当受給者に対する臨
時・特別給付金の支給について 

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給について 3 

 児童扶養手当を受給している未婚のひとり親の方は、今年度に限り、17,500円の臨時特別給付金を受
給することができます。 
 この給付金は、児童扶養手当を受給している父又は母のうち、婚姻歴がない方が対象となります。 
 給付金を受給するためには、市町村に申請書を提出することが必要です。 
 詳しくは、お住いの市町村、または最寄の広域振興局保健福祉環境部までお問い合わせください。 
 なお、申請期間は11月末までとされておりますが、当面相談を受け付けますので、まだ申請されていな
い方は、至急窓口までご連絡ください。 
※県ＨＰ https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/jidou/1003880/1021919.html 
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岩手県保健福祉部 子ども子育て支援課 
子ども家庭担当 電話 019-629-5457 
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 問い合わせ先 



4 臨時児童扶養等資金の貸付について 

 児童扶養手当の支払回数変更に伴い、手当額の増額が１月からとなる方に対し、生活への影
響を考慮して設ける新たな資金（臨時児童扶養等資金）の貸付けを行います。 
 貸付期間は、令和元年11月～１月の３カ月間です。 

 貸付申請は、お住まいの市町村、又は広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センターま
でお願いします。 
※県ＨＰ 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/jidou/1003880/1003884.html 
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岩手県保健福祉部 子ども子育て支援課 
子ども家庭担当 電話 019-629-5457  問い合わせ先 
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 県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業等を「いわて女性活躍認定企業等（ス
テップ１）」、「いわて女性活躍認定企業等（ステップ２）」として認定しています。 

 ～女性活躍推進に取り組む企業等を認定しています～ 

認定のメリット（ステップ１、ステップ２共通）は次のとおりです。 

・女性の活躍推進に取り組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。 
・県のホームページ等により、広く県民に紹介します。 
・職業安定所の求人登録票に表示できます。 
・復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助要件となっ
ています（最大100万円）。 

認定のメリット（ステップ２のみ） 

・県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引き下げ（0.05%）の対象になります。 
・日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用できます。 
・県が発注する特定の施策に係る物品納入（10万円以下）と印刷物製作業務（30万円以下）の契約につい
て優先されます。 
・2019・2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目に追加されます。 
 

その他 

６ 
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いわて女性活躍企業等認定制度について １ 
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申請書のダウンロード 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/1004930/1004931.html 

 問い合わせ先 岩手県環境生活部 若者女性協働推進室  
女性活躍支援担当 電話 019-629-5348 



  

2 「いわて子育てにやさしい企業等」の認証について 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年度の制度改正について 

対象 

申請先 

岩手県保健福祉部 子ども子育て支援課  
少子化・子育て支援担当 電話 019-629-5456 

問い合わせ先・申請書提出先 

申請書のダウンロード 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003469/1003472.html 

 25 

 県では、仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む企業等を認証し、
顕著な成果があった企業を表彰しています。 
 県内の多くの企業等からの申請をお待ちしています。 

○認証基準への追加 
 ・「職場等における搾乳や授乳のための環境の整備」 
 
○認証のメリットへの追加 
 ・「いわて復興パワー」において東北電力㈱が指定する高圧契約種別における電気料金割引の対象。                 
（Ｈ31.1） 
 ・復興局の地域基幹産業人材確保支援事業の職場環境改善事業の補助要件。 
（Ｈ31.4） 
 ・2019・2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目への追加。           
（R1.6） 

 県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が100人以下の中小企業等です。 
 
○認証基準 
1.次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手労働局に届け出ている 
こと。 
2.子育て支援を推進する取組を行っていること。 
3.育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び 2 で盛り込んだ項目を、就業規則又は労働協約に規定
していること。 
4.「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置していること。 

 
•子育て支援に取組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。 
•職業安定所の求人登録票に表示できます。 
•県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引下げ（0.05%）の対象になります。 
•県が発注する特定の施策に係る物品納入（10万円以下）と印刷物製作業（30万円以下）の契約につ 
いて優先されます。 
• 公益財団法人いきいき岩手支援財団の「子育てにやさしい職場環境づくり助成金」の対象になりま
す（最大30万円）。 
•日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用で
きます。（特別利率（1）の適用0.76％～） 
•2019、2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目への追加 
•復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助要
件となっています(最大100万円)。 

認証のメリット 

 「申請書」を最寄の広域振興局等に提出してください。 


